
Ⅸ 福祉及び利益の保護の状況 

 

１ セクシュアルハラスメントの防止対策 

 職場におけるセクシュアルハラスメント（セクハラ）防止対策として、令和２年度

に実施した内容については、次のとおりです。 

 

部局等 実施内容 

知事部局 

セクハラ相談室の管理運営（専門相談員２名） 

自治研修所での研修実施（カリキュラムの一部として） 

所属相談員の周知 

病院局 
相談体制の周知 

セクハラ相談員による相談受付 

教育庁等 
専門相談員の設置及び周知 

所属相談員の周知 

警察 
執務資料の発出 

ハラスメント目安箱の運用 

選挙管理委員会事務局 所属相談員の周知 

 

（注） 「教育庁等」とは、教育庁及び学校以外の教育機関を指す。（以下２～４において同じ。） 
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２ パワーハラスメントの防止対策 

 職場におけるパワーハラスメント（パワハラ）防止対策として、令和２年度に実施

した内容については、次のとおりです。 

 

部局等 実施内容 

知事部局 
自治研修所での研修実施（カリキュラムの一部として） 

相談員の周知 

病院局 
相談体制の周知 

相談員による相談受付 

教育庁等 所属相談員の周知 

警察 
執務資料の発出 

ハラスメント目安箱の運用 

選挙管理委員会事務局 所属相談員の周知 
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３ 定期健康診断の実施状況 

   職員に対する令和２年度の定期健康診断の実施状況については、次のとおりです。 

 

【受診状況】 

部局等 
対象職員（人） 

Ａ 

受診者数（人） 

Ｂ 

受診率（％） 

Ｂ／Ａ 

知事部局等 3,661 3,659 99.9 

病院局 1,546 1,545 99.9 

教育庁等 534 534 100.0 

警察 2,670 2,670 100.0 

計 8,411 8,408 99.9 

 

【総合判定結果】 

部局等 

受診者

数（人）

Ａ 

結 果 （人） 
有所見率（％） 

（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）／

Ａ 

異常な

し 

 

要指導 

Ｂ 

要医療 

Ｃ 

治療継

続 

Ｄ 

知事部局等 3,659 370 1,438 1,021 830 89.9 

病院局 1,545 609 338 393 205 60.6 

教育庁等 534 49 221 158 106 90.8 

警察 2,670 222 1,091 658 699 91.7 

計 8,408 1,250 3,088 2,230 1,840 85.1 

 

（注） 「知事部局等」とは、知事部局のほか、病院事業管理者、教育委員会及び警察本

部長を除く任命権者の事務局（各種委員会等の事務局）を指す。 
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４ 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施状況 

   職員に対する令和２年度の心理的な負担の程度を把握するための検査の実施状況に

ついては、次のとおりです。 

 

【受検状況】 

部局等 
対象職員（人） 

Ａ 

受検者数（人） 

Ｂ 

受検率（％） 

Ｂ／Ａ 

知事部局等 4,399 4,210 95.7 

病院局 1,728 1,512 87.5 

教育庁等 547 522 95.4 

警察 2,681 2,666 99.4 

計 9,355 8,910 95.2 

 

（注） 「知事部局等」とは、知事部局のほか、病院事業管理者、教育委員会及び警察本

部長を除く任命権者の事務局（各種委員会等の事務局）を指す。 
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５ 職員互助団体への補助の状況 

「青森県職員の互助団体に関する条例」の規定に基づき、令和２年度に実施した職

員互助団体に対する補助の状況については、次のとおりです。 

 

 【会員数】 

部局等 互助団体名 会員数（人） 

知事部局等 （一財）青森県職員厚生会 5,037 

教育庁等 （一財）青森県教職員互助会 12,206 

警察 （一財）青森県警察協会 2,678 

 

 【掛金及び補助金】 

部局等 
掛金収入（千円） 

Ａ 

県補助金（千円） 

Ｂ 
Ａ：Ｂ 

知事部局等 129,203 0 1 : - 

教育庁等 366,653 0 1 : - 

警察 48,061 0 1 : - 

 

（注）１ 職員互助団体への補助については、平成 19 年度から行われていない。 

２ 「知事部局等」とは、知事部局のほか、教育委員会及び警察本部長を除く任命

権者の事務局（病院局及び各種委員会等の事務局）を指す。 

     ３ 「教育庁等」とは、教育庁及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機 

関を指す。 
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